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保健福祉オンブズパーソン（オンブズパーソン事務局） 

●オンブズパーソン（面接相談、調査内容の審理、意見書・勧告書） 

●オンブズパーソン事務局（苦情受付、調査等オンブズパーソン支援）

１ 北九州市保健福祉オンブズパーソン事業の概要 

（１）事業の目的 

市が実施し又は所管する保健福祉サービスに関する利用者及び利用希望者（以下

「利用者等」という）からの苦情を、中立かつ公正な第三者の機関を通して簡易か

つ迅速に処理することにより、利用者等の権利及び利益を保護し、保健福祉サービ

スの質の確保を図るとともに、公正で信頼される保健福祉行政を推進するため、平

成２０年１１月に「北九州市保健福祉オンブズパーソン事業（以下「オンブズパー

ソン事業」という）」を導入しました。

（２）事業の位置付け 

行政の苦情処理については、広聴制度や行政不服審査制度などがありますが、本

事業は、こうした既存の苦情処理制度を補完する事業と位置付けています。

保健福祉サービスの利用者等は一般的に発言力が弱く、自らの権利を行使できな

いことがあります。そこでこうした苦情について、公平・中立な第三者の意見を取

り入れ、簡易かつ迅速に苦情を処理する仕組みを導入することにより、その権利・

利益の保護を図ります。

（３）事業実施の効果 

保健福祉オンブズパーソン事業の導入により、次のような効果が期待されます。

① 既存制度では対応できなかった苦情相談窓口の設置による利用者の満足度向上

② 個別の苦情を解決することで、同種の事務処理が改善されるなど保健福祉サー

ビスの質の向上

③ より良いサービスを提供するという職員の意識改革や緊張維持による事務・接

遇の改善

保健福祉オンブズパーソン事業のイメージ図 

市 民（保健福祉サービス利用者等） 

苦情申立 

▼調査実施 

▼意見書の送付 

▼是正勧告(必要に応じ) 

▼調査依頼  

▼意見書の送付 

▼是正勧告(必要に応じ) 

市（所管課）

▼調査実施 ▼（必要に応じ）行政指導 

市（サービス提供課） 福祉サービス事業者 

調査・審理結果の通知 

（意見書・勧告等）
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（４）苦情申立と対応の流れ 

  ア 苦情等の相談 

保健福祉オンブズパーソン事務局（以下「事務局」という）にて、電話や来所 

等により相談を受け付けます。 

    その際、事務局職員が内容を伺い、説明や助言などを行います。また、相談内 

   容によっては、より適切な相談窓口等をご案内する場合もあります。 

    保健福祉オンブズパーソン（以下「オンブズパーソン」という）との面談を希 

望する場合や、苦情内容からオンブズパーソンとの面談が必要と思われる場合に 

は「苦情申立書」を受け付け、後日オンブズパーソンとの面談を行います。 

イ 面談 

面談予約日に事務局に来所していただきます。 

  面談は無料ですが、オンブズパーソンの指名はできません。 

相談時間はおおむね１時間程度です。 

  面談では、オンブズパーソンに直接苦情内容等をお話しいただきます。 

オンブズパーソンは苦情申立人の主訴（どのようにしてほしいのか等）を確認し

ながら、助言等を行います。 

ウ 調査 

  面談の結果、訴えに関する事実関係などの調査が必要であるとオンブズパーソ

ンが判断した場合には、事務局から、苦情の対象である市の機関（苦情対象が民

間の福祉サービス事業者の場合はその所管課）に対し、調査を行います。 

エ 意見書の通知（調査結果及びオンブズパーソンの意見） 

  オンブズパーソンは、事務局の調査結果を確認した後、その問題点・解決策等

を検討し、意見書を作成します。作成された意見書は、苦情申立人及び市の関係

機関へ送付されます。 

  苦情申立書の受付から４５日程度で、意見書を通知します。 

オ 勧告の実施 

  苦情申立てについて必要があると認める場合は、上記意見書とは別に、市に是 

正するよう勧告書を送付し、一定期間後に市の対応状況を確認します。 

  また、勧告内容及び市の対応状況も苦情申立人へお知らせします。 

■保健福祉オンブズパーソン事務局 

 北九州市役所９階 保健福祉局総務課内 電話 093-582-2077 

＜相談受付時間＞ 

  月曜日～金曜日（祝日・年末年始は除く。） ８：３０～１７：１５ 
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（５）苦情等の受付状況 

ア 相談受付件数と内訳 （平成３１年４月から令和２年３月まで） 

    令和元年度に受け付けた相談は延べ１５４件。その内訳は、生活保護と障害福

祉に関するものが５８件と同数で、次いで介護保険１１件、保健・医療１０件の

順でした。

 （単位：件）

分 野 
 事 務 局 

受付相談数 苦 情 個別相談 情報収集 その他 

介 護 保 険 １１ ８ ２ 2 ０ 

高 齢 福 祉 ４ ２ １ １ ０ 

障 害 福 祉 ５８ ３５ ８ ８ １３ 

児 童 福 祉 ４ ２ ０ ０ ０ 

生 活 保 護 ５８ ５２ ３ ３ 3 

保険・医療 １０ ２ ２ ２ １ 

そ の 他    ９ １ ７ ７ ０ 

合  計 １５４ １０２ ２３ １２ １７ 

  イ 相談受付件数の推移 

事業を開始した平成２０年度以降、相談受付件数は増加を続け、平成２２年度

以降は年間１５０件を超える水準で推移しています。 

(分野別)（単位：件） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2７ H28 H29 H30 R1 

相談件数 26 99 163 168 175 188 156 175 155 172 169 154 

 介護保険 9 21 31 27 34 15 26 38 22 13 13 11 

 高齢福祉 0 2 17 19 14 16 11 17 9 16 24 4 

 障害福祉 2 16 29 17 19 20 21 19 16 9 50 58 

 児童福祉 1 3 9 15 9 16 3 4 1 0 2 4 

 生活保護 9 19 26 17 32 42 21 52 65 105 55 58 

 保険・医療 0 17 43 50 53 61 35 26 18 10 15 10 

 その他 5 21 8 23 14 18 39 19 24 19 10 9 

(目的別)（単位：件） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H2７ H28 H29 H30 R1 

相談件数 26 99 163 168 175 188 156 175 155 172 169 154 

 苦情 20 34 53 31 54 45 40 90 75 92 117 102 

 個別相談 ４ 41 49 46 34 39 28 40 36 65 27 23 

 情報収集 2 22 59 91 87 99 86 43 36 11 14 12 

 その他 ０ 2 2 0 0 5 2 2 8 4 11 17 
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ウ 苦情申立て状況

保健福祉オンブズパーソン事務局における苦情等受付件数１５４件のうち、苦

情申立てはありませんでした。これは相談者の申立てまでは行いたくないとの意

向のものや、相談の段階で問題解決が図られた事案が多く、苦情申立てまでには

至らなかったことによるものです。

なお、調査・審理を前年度から繰越したものが１件でした。この１件について

は、苦情申立人の病状や置かれている状況などを勘案し、オンブズパーソンが審

理を行った結果、「意見書通知」に代えて、オンブズパーソンが関係機関と連携し

ながら、間接的に支援を行う方法を採用することで、苦情処理の解決を図ること

としました。

エ 相談方法 

    相談の受付方法の内訳は、電話によるものが１４６件、来所によるものが７件、

郵送によるものが１件でした。 

なお、電子メール、ファクシミリによる受付はありませんでした。 

（６）周知活動 

   保健福祉オンブズパーソン事業は平成２０年１１月に開始され、令和元年度は 

１３年度目となりました。本事業を利用しやすくするため、広く市民に周知するこ

とが重要であると考えています。 

  それを踏まえ、令和元年度は次のとおり周知活動を実施しました。 

  ア パンフレットの更新・配布 

事業の概要などを分かりやすく説明したパンフレットによる広報・周知を行い

ました。また、平成２９年度より「生活保護のしおり」に本事業について掲載し

ています。 

イ ホームページの公開 

    事業の開始当初より、事業の目的、利用方法や事業実施要綱を紹介したホーム

ページを公開しています。なお、令和元年度にはホームページへ１５４８件のア

クセスがありました。 

ウ 運営状況報告書の公表 

  事業の透明性確保、また、広報活動の一環として、平成３０年度の運営状況 

報告書を令和元年１０月に公表しました。 

 運営状況報告書は、保健福祉オンブズパーソン事務局で閲覧できるほか、市の 

ホームページでも公開しています。 
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２ 令和元年度の活動を振り返って 

北九州市保健福祉オンブズパーソン 荒牧 啓一 

令和元年１２月、中国湖北省武漢市から始まった新型コロナウィルス感染症は、１

月１６日に日本で初めて感染が確認されました。その後、瞬く間に日本でも世界でも

感染拡大が広まりました。そして、北九州市でも感染が広まったのです。コロナ感染

防止は、市長始め市の職員、医療従事者、保健所の職員等々多くの方々が、現在も命

を懸けて頑張っておられます。「感謝！」「ご苦労様です。」という言葉しかありませ

ん。

このコロナ禍で、保健と福祉の分野に限ってもいろんな問題が起こると思います。

失業者が増え、生活保護の受給申請も増えるのではないかと思われます。

厚生労働省の公表した２０１８年時点の相対的貧困率は、１５．４％、貧困の状態

にある家庭で育つ１８歳未満の子の割合を示す日本の子どもの貧困率は１３．５％だ

そうです。このような状態にコロナ禍がさらに追い打ちを掛けます。

そのため行政への相談も増大すると思います。オンブズパーソン事務所への相談や

苦情も増えるかもしれません。身の引き締まる思いですし、スタッフの奮闘も必要で

す。

さて、平成３１年及び令和元年の保健福祉オンブズパーソンの活動を振り返ってみ

ましょう。年間相談件数は１５４件でした。１５４件の内訳は、生活保護が５８件、

障害福祉が５８件、介護保険が１１件、保健・医療が１０件、高齢福祉、児童福祉が

各４件でした。生活保護は、平成２９年度が１０５件と突出していましたが、平成３

０年度は５５件でしたので漸増です。障害福祉は平成３０年度に一挙に５０件に増

え、その流れを維持しているようです。

 相談件数は、制度開始の３年目（平成２２年）に９９件から１６３件と前年度の１．

５倍になったのを契機に、この１０年間１５０件以上を維持しております。この相談

件数の推移はオンブズパーソン制度が北九州市民の間に定着したことの証ではない

でしょうか。

相談件数は、多い方が良いとも言えません。逆に、少ないから悪い、不十分という

ことではありません。オンブズマン制度は、その目的・趣旨（市が実施し又所管する

保険・福祉のサービスに関する利用者などからの苦情を受け付け、それを誠実に処理

することで、市の行う保健・福祉行政の信頼を高める）からしても、市民からの相談・

苦情があることで、行政の側にも一定の良い意味での緊張感も生まれたこともあるで

しょう。そして、個々の職員もこれまで以上に懇切丁寧な対応を心がけておられるこ

とと思います。「それでもこの件数か」、「だからこそこの件数になっているのか？」

もまだわかりません。

いずれにしてもこの事業の趣旨があまねく北九州市民に周知され、利用されること

が望ましいことと思います。またこの事業を支えてきた事務局の奮闘努力にも敬意と

感謝をここで述べておきます。

そして、北九州市民の一人一人が、保健・福祉サービスを適正に受けられるよう、

かつ「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」（憲法２５条、生存権）が実現さ
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れるように、私たちオンブズパーソンも事務局及び北九州市のすべての職員と共に努

力を続けたいと思っています。
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北九州市保健福祉オンブズパーソン 今村 浩司 

北九州市では、平成２０年１１月より保健福祉オンブズパーソン事業をスタート

し、今年度で１３年度目に入りました。私はオンブズパーソンとして、平成２４年４

月より前任の社会福祉士から引継ぎ、８年が終了しました。

 本事業の実施要綱によりますと、このオンブズパーソン導入の目的は、「保健福祉

に関する利用者等からの苦情を、中立かつ公正な第三者の機関を通して簡易かつ迅速

に処理することにより、利用者等の権利及び利益を保護し、保健福祉サービスの質の

確保を図るとともに、公正で信頼できる保健福祉行政を推進するため」と定めてあり

ます。私は、本業は大学教員でありますが、この事業には社会福祉士の立場でオンブ

ズパーソンの役割を担っています。社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法第

二条第一項」により、「社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むの

に支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者

又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整

その他の援助を行うことを業とする者をいう」と規定されており、私は北九州市の保

健福祉サービスの状況を、「生活者の視点」から見つめていきながら、中立かつ公正

な立場で市民の皆さんの安心できる生活の確立を目指し、その発展に寄与できればと

考えております。

 ところで、令和元年度のオンブズパーソン事業の実績を数字で振り返ってみます

と、事務局に寄せられた受付件数は１５４件であり、その内実質的に苦情申立に至っ

た件数は０件で、オンブズパーソンが意見書を作成した件数は１件(平成３０年度から

の継続分)でした。また、平成３０年度は受付件数１６９件、苦情申立件数１件、意見

書作成件数０件、さらに、平成２９年度は受付件数１７２件、苦情申立件数４件及び、

意見書作成件数３件となっています。パンフレットの配布や「生活保護のしおり」へ

の事業内容の掲載などによる周知活動の甲斐あってか、少しずつですが、この事業が

市民の皆さんに浸透してきたと考えられます。内訳的には令和元年度は生活保護分野

が５８件と多く、その内容は苦情５２件、個別相談３件、情報収集０件、その他３件

となっており、障害福祉分野が生活保護分野と並び５８件で、苦情３５件、個別相談

８件、情報収集２件、その他１３件となっています。昨年と比較してみますと、１番

多い生活保護分野は変わらずですが、生活保護分野と同数となった障害福祉分野の相

談が伸びています。そのような中、苦情申立まで至った件数のみをみると、平成３０

年度１件、平成２９年度は４件、平成２８年度は０件となっています。その数的な多

寡の議論はあるでしょうが、多いから良い、とか少ないから悪い、という一概的な判

断ではなく、この事実を受け止めていきながら、本事業を更なる展開へと発展させて

いく事に力を注いでいくほうが、より賢明だと感じております。

 最後になりますが、この事業がスムーズに実施されているのは、市民の皆さんのご

理解とご協力は当然のことながら、窓口である事務局担当の総務部長および計画調整

担当課長をはじめ担当係長、担当職員の方々の存在が非常に大きいものであると感じ

ています。市民の皆さんのために誠心誠意を持って対応できる優秀な事務局体制があ
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る、とりわけ、市民の皆さんがはっきりと認識できるしっかりとした窓口体制が存在

しているからこその、この北九州市保健福祉オンブズパーソン事業であるといっても

過言ではありません。心より感謝申し上げます。

これからも市民の皆さんが、北九州市における保健福祉サービスに対して信頼し、

安心し、そして満足して頂けるよう、市民の皆さんと同じ生活者の視点から、その任

を果たしていきたいと思っています。
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北九州市保健福祉オンブズパーソン 津田 小百合 

今年度は、年度途中に平成から令和へと年号が変わり、新たな時代に期待を寄せた

人々も多かった年ではなかったでしょうか。スポーツ界では、テニスの大坂なおみ選

手、陸上のサニブラウン・ハキーム選手、バスケットの八村塁選手、ゴルフの渋野日

向子選手などの若い選手の努力が花開いた年でもありましたし、ラグビーW 杯での日

本代表の活躍に勇気づけられた方も多かったのではないかと思います。他方で、千葉

県野田市の小４女児虐待死事件、東京池袋高齢ドライバー暴走事件、川崎市カリタス

学園通り魔事件、京都アニメーション放火事件など、心が痛む事件・事故が多発した

年でもありました。 

さて、本オンブズパーソン事業においては、令和元年度の相談件数は昨年度より少

し減少し154件で、最終的に苦情申立にまで至った案件はありませんでした。例年150

件から 170・180 件程度の相談が事務局に寄せられているものの、最終的な苦情申立

て件数が少ないことに疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。このことの裏

には、相談者の言葉に耳を傾け、一つ一つ丁寧に対応して下さった事務局職員の日々

の積み重ねがあるのです。相手の顔が見えない電話対応の困難を抱えながらも、相

談・苦情の内容や希望などを丁寧に正確に汲み取り、対応してくださっています。１

回の相談時間が１時間を超えるケースも少なくありません。このような根気のいる丁

寧な対応のお蔭で、申立に至ることなく理解・納得して頂いていることが非常に多く

あります。時間をかけてコミュニケーションを図ることの重要性を改めて感じていま

す。 

さて、本制度が平成20年度に開始してから10年以上が経過しました。この間、本

事業の存在は、関係機関の職員にも浸透し、適切な解決を図る意味で利用者に積極的

に本制度の利用を勧めるようになってきているように思います。また、市民の皆様に

も、本制度の存在が少しずつ知られるようになってきたのかもしれません。本制度を

通じて、保健福祉領域における業務課題の発見・改善がなされることもあり、それが

利用者の満足度にもつながり得るとするならば、オンブズパーソン・事務局と関係各

署との協働効果により、より良い保健福祉サービスの提供につながると期待していま

す。 

今後も、市民の皆さんが安心して保健福祉サービスを利用し、満足して頂けるよう、

事務局をはじめ私たちオンブズパーソンも共に努力を続けていきたいと思います。 
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（１）北九州市保健福祉オンブズパーソンのプロフィール （敬称略）

≪ 弁護士 ≫ 

荒牧
あらまき

 啓一
けいいち

  平成２５年４月から保健福祉オンブズパーソンに就任 

福岡県弁護士会 副会長(平成14年度) 
日弁連理事(平成14年度) 
福岡県弁護士会 北九州部会会長(平成24年度、平成25年度) 

【主な社会活動】北九州市介護認定審査会 副会長

平準化委員会元委員(平成 24年4月～平成27年 3月) 

≪ 社会福祉士 ≫ 

今村
いまむら

 浩司
こうじ

平成２４年４月から保健福祉オンブズパーソンに就任

公益社団法人 福岡県社会福祉士会 元副会長

【主な社会活動】公益社団法人 日本精神保健福祉士協会 理事  (平成13年7月～) 
公益社団法人 日本社会福祉士会 代議員

(平成12年4月～平成25年 3月) 

【福岡県社会福祉士会】

○社会福祉士は、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく社会福祉専門職の国

家資格であり、主に福祉・保健・医療の現場で「相談援助」を行っている。

○福岡県社会福祉士会は、平成５年に任意団体として発足し、その後、平成１７

年に社会福祉士の地方組織としては、全国で３番目に社団法人化。

 平成２４年４月より、公益社団法人に移行。

○福岡県民の福祉向上のための支援団体として様々な活動を展開。（成年後見・

権利擁護の相談事業、介護支援専門員養成講座など）

【福岡県弁護士会 北九州部会】

○昭和１１年に福岡県弁護士会小倉部会（現北九州部会）が設置された。

○弁護士会は、各種の紛争解決制度(ＡＤＲなど)や法律相談センターを設置し、

市民の抱える様々な問題の解決の支援をしている。平成８年に北九州部会と

改名、北九州市等の地方自治体や各種の諸団体とも提携して、社会正義と基

本的人権の擁護を理念として、活動している。 
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≪ 大学教授 ≫

津田
つ だ

 小百合
さ ゆ り

 平成２５年４月から保健福祉オンブズパーソンに就任 

公立大学法人北九州市立大学 法学部准教授 

【専門分野：社会保障法】 

【主な社会活動】北九州市社会福祉主事研修講師 (平成14年) 
        北九州市感染症診査協議会委員 (平成17年4月～平成19年 3月) 
        北九州市行政不服審査会委員（平成 29年4月～） 

【公立大学法人北九州市立大学】

  ○昭和２１年に創立された小倉外事専門学校が前身。昭和２８年北九州大学、

   平成１３年北九州市立大学に改称。平成１７年地方独立行政法人化。

  ○人文社会学系と理工学系の５学部、１学群（外国語学部、経済学部、文学部、

   法学部、国際環境工学部、地域創生学群）を設置。
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（２）北九州市保健福祉オンブズパーソン事業実施要綱 

（目的及び設置）

第１条 北九州市（以下「市」という。）が実施し又は所管する保健福祉サービスに関す

る利用者及び利用希望者（以下「利用者等」という。）からの苦情を、中立かつ公正な

第三者の機関を通して簡易かつ迅速に処理することにより、利用者等の権利及び利益

を保護し、保健福祉サービスの質の確保を図るとともに、公正で信頼される保健福祉

行政を推進するため、北九州市保健福祉オンブズパーソン（以下「オンブズパーソン」

という。）を置く。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。

（１）「保健福祉サービス」 保健福祉に関する各種のサービスの提供、金銭及び物品の

給付、施設入所の措置その他の事務で個人のために行われるものであって、市が実

施し又は所管するものをいう。ただし、医療行為及び生活衛生に関する事項は除く。

（２）「市の機関」 保健福祉サービスについて所管している市の執行機関及び補助機関

をいう。

（３）「福祉サービス事業者」 市内において保健福祉サービスを提供する法人、団体及

び個人をいう。

（オンブズパーソンの職務）

第３条 オンブズパーソンは、次の職務を行う。

（１） 保健福祉サービスに関する苦情の申立てについて、苦情申立人と面接し、市の機

関に調査や報告を求めること。

（２） 前号に基づき、その是非を審理し、市の機関に対し意見を述べ、是正措置を講ず

る必要があると認めたときはその旨を勧告すること。

２ オンブズパーソンは、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、職務を遂行する

上で必要があるときは、他のオンブズパーソンの意見を求めることができる。

（オンブズパーソンの定数、任期等）

第４条 オンブズパーソンの定数は、５人以内とする。

２ オンブズパーソンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、保健福祉、法律等に関し優

れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

３ オンブズパーソンの任期は２年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期

は、前任者の残任期間とする。

４ オンブズパーソンは、再任されることができる。
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（解任）

第５条 市長は、オンブズパーソンが心身の故障のため職務の遂行ができないと認める

とき、又はオンブズパーソンに職務上の義務違反その他オンブズパーソンたるに適し

ない非行があると認めるときは、解任することができる。

２ オンブズパーソンは、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解任され

ることがない。

（兼職禁止）

第６条 オンブズパーソンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の

議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員等を兼ねることができない。

２ オンブズパーソンは、本市と特別な利害関係にある企業その他団体の役員と兼ねる

ことができない。

（オンブズパーソン連絡調整会議) 
第７条 次に掲げる事項を協議するため、オンブズパーソン連絡調整会議を設ける。

（１）第３条第２項ただし書きに関する事項

（２）その他オンブズパーソン事務局（以下「事務局」という。）が必要と認める事項

２ オンブズパーソン連絡調整会議は、事務局が招集する。

（オンブズパーソンの責務）

第８条  オンブズパーソンは、保健福祉サービス利用者の権利及び利益を保護するため、

公正かつ適正にその職務を遂行しなければならない。

２ オンブズパーソンは、その職務の遂行に当たっては、市の機関や他の苦情処理制度

と連携を図り、相互の職務の円滑な遂行に努めなければならない。

３ オンブズパーソンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

（秘密を守る義務）

第９条  オンブズパーソンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も、同様とする。

（苦情申立てができる者の範囲）

第１０条 この要綱によりオンブズパーソンに対し、苦情を申立てすることができる者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（１）保健福祉サービスの利用者又は利用希望者（以下「本人」という。）

（２）本人の親権者又は後見人

（３）本人の配偶者又は３親等内の親族

（４）その他市長が特に必要と認める者
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（苦情の申立ての範囲）

第１１条 この要綱により、オンブズパーソンに苦情申立てができる事項は、保健福祉

サービスに係る業務の執行について本人の権利及び利益に関する事項とする。

ただし、次の各号に掲げる事項は除く。

（１）裁判所において係争中の事項又は既に裁判所において判決等のあった事項

（２）行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）その他の法令の規定により不服申

立てを行っている事項又は不服申立てに対する裁決若しくは決定のあった事項

（３）市議会に請願、陳情を行っている事項又は行った事項

（４）監査委員が監査を行っている事項及び監査の結果報告を行い公表した事項

（５）この要綱により既に処理が終了している事項

（６）オンブズパーソンの行為に関する事項

（７）他の附属機関等が審査を行う事項

（８）その他苦情対応を行うことが適当でないと認められる事項

（申立ての期間）

第１２条 苦情の申立ては、当該苦情に係る事実のあった日の翌日から起算して１年以

内にしなければならない。ただし、正当な理由があると認めるときは、この限りでな

い。

（苦情の申立手続）

第１３条 オンブズパーソンは、苦情を申立てようとする者（以下「苦情申立人」とい

う）から、直接苦情を受けるものとする。

２ 前項の場合において、苦情申立人は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、事

前に事務局へ提出しなければならない。ただし、書面によることができない特段の事

情がある場合には、口頭により行うことができる。

（１）苦情申立人の氏名及び住所

（２）苦情申立ての内容及び苦情申立ての原因となった事実のあった年月日

（３）他の苦情処理制度への申立ての有無等

（調査及び報告）

第１４条 オンブズパーソンは、市の機関に対する苦情等の調査のため必要があると認

めるときは、事務局に調査及び報告を求めることができる。

２ オンブズパーソンは、福祉サービス事業者に対する苦情等の調査のため必要がある

と認めるときは、事務局を通じて福祉サービス事業者を所管する市の機関に対し、当

該事業者に対する調査及び報告を求めることができる。

３ 前項の場合において、市の機関はあらかじめ福祉サービス事業者、その他関係人か

ら同意を得て行うものとする。ただし、市の機関が法令により指導、監督の権限を行

使できることが明らかな場合は、同意の有無に関わらず調査を行うものとする。

４ 前２項の場合において、市の機関は、調査が終了した場合はその調査結果を、調査

の同意が得られず調査できない場合はその理由をオンブズパーソンに報告するものと

する。
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５ 苦情の対象である市の機関又は福祉サービス事業者は、苦情申立ての内容に関し自

己の意見を事務局に提出することができる。ただし、福祉サービス事業者は当該事業

者を所管する市の機関を通じて提出するものとする。

（調査の通知等）

第１５条 前条第１項及び第２項に基づき調査及び報告を求められた事務局は、市の機

関に対しその旨を通知するものとする。

２ オンブズパーソンが、第３条第１項の各号に規定する職務でない等の理由により調

査を行う必要がないと判断した場合には、事務局はその旨の理由を付して苦情申立人

に速やかに通知しなければならない。

３ 苦情等の調査を開始した後においても、その必要がないと認めるときは、事務局は

オンブズパーソンと協議の上調査を中止又は打ち切ることができる。

４ 前号に基づき申立てに係る苦情等の調査を中止し、又は打ち切ったときは、事務局

はその旨の理由を付して苦情申立人に速やかに通知しなければならない。

（意見書の通知）

第１６条 オンブズパーソンは事務局から調査報告を受けた場合には、調査結果を審理

し事務局に意見を提出するものとする。

２ 前項の場合において、事務局は意見の内容を苦情申立人及び市の機関に速やかに通

知しなければならない。

（勧告）

第１７条 オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、市の機関に対する苦情申立てに

ついて必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し是正等の措置を講ずるよ

う勧告することができる。

２ オンブズパーソンは、苦情等の調査の結果、福祉サービス事業者に対する苦情申立

てについて必要があると認めるときは、福祉サービス事業者を所管する市の機関に対

して、当該事業者へ是正等の措置を講じさせるよう勧告することができる。

３ 前２項の場合において、勧告を行う場合は事務局を通じて行う。

（是正措置の報告等）

第１８条 オンブズパーソンが前条の規定により勧告したときは、事務局は市の機関に

対し是正等の措置についての報告を求めるものとする。

２ 前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日から原則

として６０日以内に、是正等の措置について事務局へ報告するものとする。ただし特

段の事情がある場合は、この限りでない。

３ オンブズパーソンが前条の規定により勧告したとき又は前項の規定により市の機関

から報告があったときは、事務局は苦情申立人に速やかに通知しなければならない。
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（市の機関の責務）

第１９条 市の機関は、オンブズパーソンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重し積

極的な協力及び援助を行わなければならない。

２ 市の機関は、オンブズパーソンから勧告を受けた場合は、これを尊重し誠実かつ適

切に対応しなければならない。

（勧告及び是正等措置の公表）

第２０条 事務局はオンブズパーソンと協議の上、第１７条の規定による勧告及び第

１８条第２項の規定による是正等措置の報告の内容について公表することができる。

２ 事務局は、前項の規定により公表するに当たっては、個人情報等の保護について最

大限の配慮をしなければならない。

（運営状況の公表）

第２１条 この要綱の運営状況について、毎年これを公表する。

（委任）

第２２条 この要綱の施行について必要な事項は、保健福祉局長が別に定める。

 付 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２０年１１月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱は、この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）の１年前の日から施行

日までの間にあった事実に係る苦情についても適用し、当該１年前の日前にあった事

実に係る苦情については、適用しない。
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（３）苦情申立書（様式） 

苦情申立書

                              年  月  日

 北九州市長 北橋 健治 あて

（北九州市保健福祉オンブズパーソン事務局）

         申立人 氏 名

             住 所

             〒

             電話番号

（   ）    －              

 北九州市保健福祉オンブズパーソン事業実施要綱第１３条の規定により、下記のと

おり苦情の申立てをします。

苦情申立ての内容

※ 経過や内容をでき

るだけ具体的にご記

入ください

苦情の申立ての原

因となった事実の

あった年月日

年  月  日

代 理 人

住 所

氏 名

電話番号

申立人との関係
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他制度への手続きの有

無

□有【□行政不服審査 □行政事件訴訟 □請願 □陳情

□監査委員 □直接請求 □市政相談（市民の声・市長への手紙）

□その他】

□無   

（該当箇所にレ印を記入してください。）

他の機関への苦情相談

の有無

□有 【□区役所・市役所（局）（    区・局    課）

    □民間事業者（名称        ）

    □福岡県運営適正化委員会（福岡県社会福祉協議会）

    □福岡県国民健康保険団体連合会

    □その他（             ）    】

□無  

同 意 書

苦情申立てに際し、北九州市保健福祉オンブズパーソンが意見書を作成するための苦

情申立人の個人情報の提供や閲覧等に同意します。

 また、同様の苦情の再発防止や今後のサービスの質の向上を図るため、個人情報が匿

名化された上で北九州市保健福祉オンブズパーソンの対応事例として公表されること

を同意します。

                     氏名            
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（４）事業パンフレット 
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<保健福祉局総務課> 

２０９５ 

ｈo-soumu@city.kitakyushu..lg.jp 



24 

（５）事業ポスター 
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